
 （単体発注・事前審査型）

沖縄県企業局一般競争入札公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。）を次の

とおり実施する。

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実

１　業務概要

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

２　入札参加資格

　次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(ｱ)

(ｲ)

下記に掲げる要件を満たす管理技術者及び担当技術者を当該業務に配置できること。
　ア　管理技術者
　　　上記「対象業務」に掲げる業務の実務経験を有する者。

特になし

　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基
づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。

(10) そ の 他 の 条 件
地 域 要 件

沖縄県内 　左記の(ｱ)に示す地域内に、(ｲ)に示す事業所が存在するこ
と。

　一般競争入札参加資確認申請書の提出期限日から入札日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。

　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があ
り、当該状況が継続している者でないこと。

業 務 実 績

本店又は支店

(11) 取 抜 け 案 件
なし

　過去５年度の公共工事労務費調査において、国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が発注した同様の業務
を完了した実績を有する者。

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分

(9) 

　イ　担当技術者
　　上記「対象業務」に掲げる業務の実務経験を有する者。

業 種 区 分 調査業務

　(1)の業種区分において(2)の登録業種を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄
県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格登録名簿への登録があること。

登 録 業 種 その他

測量及び建設コンサルタ
ント等業務入札参加資格

者名簿登録年度
令和3・4年度

令和3年9月6日

業 務 名 令和３年度公共事業労務費調査（10月調査）業務委託

履 行 場 所 那覇市泉崎地内

(3) 業 務 内 容
調査業務

　本業務は、公共工事に従事する労働者賃金を職種毎に調査するものである。

そ の 他 適 用 の あ る
法 令 、 制 度 等

履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで

発 注 形 態 単体発注

資 格 審 査 方 法 事前審査型
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３　入札手続等

(1) 手続方法

(2) 契約条項を示す 自 ～ 至

期間及び場所

(3) 

(月)

(4) 入札参加資格の確認

(火)

(5) 入札期日等 (金)

(6) 開札日時
(金)

(7) 落札者の決定方法

(8) 本入札に係る資料の

取扱い

　本業務は、入札手続（入札書提出から落札者決定まで）を紙で行う紙入札方式である。

令和3年9月17日

令和3年9月17日 10:00

　開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
　なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより落札者を定める。

入 札 の 方 法

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額
を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消
費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

紙 入 札 時 の
注 意 事 項

(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には業務名及び履行場所を、公告の記載に従い記入するこ
と。
(3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。委任状の提出がない場合
は、入札に参加することができない。なお、委任状は、代理人の印では訂正でき
ない。

業務費内訳書の
提 出

(1) 第１回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳
書（様式自由）を提出すること。
(2) 業務費内訳書には、作成年月日、業務名、種別、細目に相当する項目に対応
するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及
び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
(3) 提出された業務費内訳書について、契約担当者（これらの者の補助者を含
む。）が説明を求めることがある。

場 所
沖縄県企業局ホームページからダウンロード

（https://eb.pref.okinawa.jp/）

10:00

問 い 合 せ 先 沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班 電話番号 098-866-2803

提 出 期 限

提 出 方 法 持参又は郵送。（配達が確認できる方法にて送付すること。）

提 出 先

　入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の
日までに書面（FAXまたはeメール）で通知する。

令和3年9月14日

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班 電話番号 098-866-2803

　入札参加希望者は、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料（以下「申請書等」とい
う。）を提出し、入札参加資格の確認を受けること。

17:00 まで

期 間 令和3年9月6日 令和3年9月13日

入札参加資格の審査
にかかる申請書等の
提出

ア　申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ　契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
ウ　申請書等の修正、差し替え、追加、再提出（以下「修正等」という。）は、提出期限内に
  限り認める。提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資
  格なしとなり、落札者となることはできない。
エ　提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ　提出された申請書等は、返却しない。

（予定）

令和3年9月13日

入 札 日 時

入 札 場 所 沖縄県企業局　第２会議室（県庁12階）
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４　入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

(木)

(木) まで

(木) まで

５　その他の事項

(1) 入札の無効

(2) 支払条件

(3) 契約締結の時期等

(4) 入札参加者等の

遵守事項

※１　落札者が契約を締結しないときは、その者の納付にかかる入札保証金は沖縄県企業局に
　　　帰属します。
　　　入札保証金を免除された者が、契約を締結しない場合は、損害賠償金として入札金額に
　　　消費税及び地方消費税額を加えた額の100 分の５を企業局に納付しなければならない。
※２　入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。
※３　見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者で
　　　あるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
※４　一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

精算払いとする。

　入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の５以上とする。ただし、沖縄県財務規則第
100条第２項第１号または第３号に該当する場合は入札保証金の納付を免除する。
　なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
　(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)、(2)のいずれかに係る
　　　書類の提出のない者
　(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合
　(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合

契約保証金(2) 

(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後７日以内に締結する。ただし、契約担当者が特に
　指示したときは、この限りでない。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

　入札参加者は、沖縄県企業局競争契約入札心得を熟読し、これを遵守すること。

有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。

　契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び委託契約書第４条の定めるところにより、
契約保証金を納めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項に第１号から第３号に
該当する場合は入札保証金の納付を免除する。

　本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした
入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

提 出 方 法 持参又は郵送。（配達が確認できる方法にて送付すること。）

そ の 他
　提出期限日から過去２箇年の間に完了した業務の一覧表「地方公共
団体等契約状況」をに提出すること。

過去２箇年
の間に国又
は地方公共
団体との契
約 実 績

提 出 期 限 令和3年9月16日 15:00

提 出 先
沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁舎12階

入札保証金
の 還 付

　入札保証金は、本案件の契約締結後に還付する。
・落札しなかった場合は、入札保証金還付請求書を企業局総務企画課へ提出する。
　（提出日から約２週間後に指定された口座に振り込む）
・落札した場合は、納付すべき契約保証金に充当する。

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

提 出 方 法 持参又は郵送。（配達が確認できる方法にて送付すること。）

そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から２か月とする。

入 札 保 証
保 険 証 券

提 出 期 限 令和3年9月16日 17:00

提 出 先
沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁舎12階

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

098-866-2803

提 出 方 法

「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。

※事前に電話連絡の上、納入通知書の発行を受け、金融機関で納付後
上記提出期限までに領収書（写）を提出すること。

入札保証金
（現金の場合）

提 出 期 限 令和3年9月16日 17:00 まで

提 出 先

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁舎12階

-　3　-



６　本公告に関する質問及び回答

(1) 入札・契約手続

に関すること

(2) 上記(1)以外に

関すること

(月) から (水)

(金) から (木) まで

７　異議申立て

(1) 入札参加資格が無

いと認められた者

がその理由に対し

て異議がある場合

 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで

　入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者
に対し説明を求めることができる。
　契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して５日以内（休日
を除く。）に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。

提 出 期 限
  入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して５日以内（休日を除
く。）とする。

提 出 先 沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

　質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県企業局ホームページ

問い合せ先

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号　沖縄県庁舎12階

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

令和2年9月24日

提 出 方 法
　書面（様式自由）を持参すること。郵送又は電送（メ－ルやＦＡＸ）は受け付けな
い。

令和3年9月6日 令和2年9月16日

 　※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで

　持参又はFAX　※FAXで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。提 出 方 法

回 答 方 法

提 出 期 間

電話:098-866-2803

質 問 書
提 出 先

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号　沖縄県庁舎12階

沖縄県企業局総務企画課　建設業務指導班

電話:098-866-2803　　FAX:098-866-2819

「ホーム」-「公募･入札」に掲載する。

（https://eb.pref.okinawa.jp/）

期間
令和2年9月18日
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